
昭
和
三
十
三
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
一
号

銃
砲
刀
剣
類
登
録
規
則

銃
砲
刀
剣
類
等
所
持
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
の
規
定
に
基
き
、
銃
砲
刀
剣
類
登
録
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

（
登
録
の
手
続
等
）

第
一
条
　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一

項
の
登
録
の
申
請
は
、
第
一
号
様
式
の
登
録
申
請
書
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
登
録
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
銃
砲
が
日
本
製
銃
砲
に
あ
つ
て
は
お
お
む
ね
慶
応
三
年
以
前
に
製
造

さ
れ
た
こ
と
、
外
国
製
銃
砲
に
あ
つ
て
は
お
お
む
ね
同
年
以
前
に
我
が
国
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
資

料
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
（
当
該
都
道
府
県
が
文
化
財
保
護
法
第
五
十
三
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地

方
公
共
団
体
（
以
下
単
に
「
特
定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の

知
事
。
第
二
号
様
式
及
び
第
二
号
の
二
様
式
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
は
、
第
一
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き

は
、
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
鑑
定
を
行
う
日
時
及
び
場
所
を
同
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
申
請
者
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
火
縄
式
銃
砲
等
の
古
式
銃
砲
又
は
刀
剣
類
を

通
知
さ
れ
た
日
時
に
、
通
知
さ
れ
た
場
所
に
持
参
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
法
第
十
四
条
第
四
項
の
通
知
に
は
、
当
該
通
知
に
係
る
登
録
証
の
写
し
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
審
査
委
員
）

第
二
条
　
法
第
十
四
条
第
三
項
の
登
録
審
査
委
員
は
、
銃
砲
又
は
刀
剣
類
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
。

第
三
条
　
登
録
審
査
委
員
は
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
指
示
を
受
け
て
、
火
縄
式
銃
砲
等
の
古
式
銃
砲
及
び
刀

剣
類
の
鑑
定
の
職
務
に
従
事
す
る
。

２
　
登
録
審
査
委
員
は
、
鑑
定
に
あ
た
つ
て
は
、
次
条
の
鑑
定
の
基
準
に
従
つ
て
公
正
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
鑑
定
の
基
準
）

第
四
条
　
火
縄
式
銃
砲
等
の
古
式
銃
砲
の
鑑
定
は
、
日
本
製
銃
砲
に
あ
つ
て
は
お
お
む
ね
慶
応
三
年
以
前
に
製
造
さ

れ
た
も
の
、
外
国
製
銃
砲
に
あ
つ
て
は
お
お
む
ね
同
年
以
前
に
我
が
国
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
火
縄
式
、
火
打
ち
石
式
、
管
打
ち
式
、
紙
薬
包
式
又
は
ピ
ン
打
ち
式
（
か
に
目
式
）
の
銃
砲
で
、
形
状
、
象

が
ん嵌

、
彫
り
物
等
に
美
し
さ
が
認
め
ら
れ
る
も
の
又
は
資
料
と
し
て
価
値
の
あ
る
も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
銃
砲
で
骨
と
う
品
と
し
て
価
値
の
あ
る
も
の
（
明
治
十
九
年
以
降
実
用
に
供

せ
ら
れ
て
い
る
実
包
を
使
用
で
き
る
も
の
を
除
く
。
）

２
　
刀
剣
類
の
鑑
定
は
、
日
本
刀
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
行
な
う

も
の
と
す
る
。

一
　
姿
、
鍛
え
、
刃
文
、
彫
り
物
等
に
美
し
さ
が
認
め
ら
れ
、
又
は
各
派
の
伝
統
的
特
色
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
て

い
る
も
の

二
　
銘
文
が
資
料
と
し
て
価
値
の
あ
る
も
の

三
　
ゆ
い
緒
、
伝
来
が
史
料
的
価
値
の
あ
る
も
の

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
刀
剣
類
で
、
そ
の
外
装
が
工
芸
品
と
し
て
価
値
の
あ
る
も
の

（
鑑
定
の
手
続
）

第
五
条
　
鑑
定
は
、
登
録
審
査
委
員
二
名
以
上
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
原
票
）

第
六
条
　
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
登
録
証
を
交
付
す
る
と
き
は
、
火
縄
式
銃
砲
等
の

古
式
銃
砲
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
二
号
様
式
の
銃
砲
登
録
原
票
、
刀
剣
類
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
二
号

の
二
様
式
の
刀
剣
類
登
録
原
票
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
証
の
様
式
）

第
七
条
　
登
録
証
は
、
第
三
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

（
登
録
証
再
交
付
の
手
続
）

第
八
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
証
の
再
交
付
の
申
請
は
、
第
四
号
様
式
の
登
録
証
再
交
付
申
請

書
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
所
有
者
変
更
届
出
書
等
）

第
九
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
譲
受
け
又
は
相
続
に
よ
る
取
得
の
場
合
に
あ
つ
て
は
第
五

号
様
式
の
所
有
者
変
更
届
出
書
に
よ
り
、
貸
付
け
又
は
保
管
の
委
託
の
場
合
に
あ
つ
て
は
第
六
号
様
式
の
貸
付
け

又
は
保
管
委
託
届
出
書
に
よ
り
、
貸
付
け
又
は
保
管
の
委
託
を
し
た
当
該
銃
砲
又
は
刀
剣
類
の
返
還
を
受
け
た
場

合
に
あ
つ
て
は
第
七
号
様
式
の
貸
付
け
又
は
保
管
委
託
終
了
届
出
書
に
よ
り
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
銃
砲
刀
剣
類
等
所
持
取
締
令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
火
な
わ
銃
式
火
器
及
び
刀
剣
類
の
登
録
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
二
十
五
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

３
　
法
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
審
査
委
員
と
み
な
さ
れ
る
刀
剣
審
査
委
員
の
任
期
は
、
第
二
条
第
三
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
七
月
一
二
日
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
銃
砲
刀
剣
類
等
所
持
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の

施
行
の
日
（
昭
和
四
十
年
七
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
六
日
文
部
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
一
七
日
文
部
省
令
第
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
登
録
の
申
請
に
係
る
鑑
定
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
改
正
後
の
銃
砲
刀
剣
類
登
録
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
登
録
を
受
け
て
い

る
火
な
わ
式
銃
砲
等
の
古
式
銃
砲
の
登
録
の
効
力
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
四
月
一
日
文
部
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
四
日
文
部
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
文
部
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
五
日
文
部
省
令
第
一
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
登
録
審
査
委
員
で
あ
る
者
の
任
期
は
、
改
正
前
の
銃
砲
刀
剣
類
登
録

規
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
文
部
科
学
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
文
部
科
学
省
令
第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
一
一
日
文
部
科
学
省
令
第
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

1



２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
号
様
式
（
第
一
条
関
係
）

年

月

日

　

第
一
号
様
式
（
第
一
条
関
係
）
登
録
申
請
書

住
　
所

氏
　
名

の
登
録
を
申
請
し
ま
す
。

登
　
　
　
　
　
録
　
　
　
　
　
申
　
　
　
　
　
請
　
　
　
　
　
書

右
の

刀

剣

類

長
さ
（
刀
剣
類
）

全
長
（
銃
　
砲
）

備
　
　
　
　
考

　
 
本
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
代
え
て
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法

 
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
本
様
式
の
記
載
事
項
を
記
録
し
た
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
る
申
請
を
行
つ
て
も

 
差
し
支
え
な
い
。

都
（
道
府
県

)

教
育
委
員
会
殿

備
　
　
　
　
　
　
　
考

銘
　
　
　
　
　
　
文

種
　
　
　
　
　
　
別

令
和 火

縄
式
銃
砲
等
の
古
式
銃
砲

記
載
上
の
注
意

 
　
登
録
の
事
務
を
行
う
地
方
公
共
団
体
が
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
「
都
（
道
府
県
）
教
育
委
員
会

 
殿
」
を
「
都
（
道
府
県
）
殿
」
と
す
る
こ
と
。

第
二
号
様
式
（
第
六
条
関
係
）

　
三

　
二

　
一

第
二
号
様
式
（

第
六
条
関
係
）

銃
砲
登
録
原
票

　
（

用
紙
の
規
格
は
、

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
）

（

一
面
）

番

号

担
当
登
録
審
査

委
員
の
氏
名

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

　
　
令
和
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

発

見

届

出

種

別

構

造

前
装
（

さ
き
ご
め
式
）

後
装
（

あ
と
ご
め
式
）

全

長

銃

身

長

口

径

銘

文

年

号

製

造

国

名

そ

の

他

の

特

徴

製

造

・

伝

来

の

客

観

的

資

料

等

備

考

国
宝
、

重
要
文
化
財
、

重
要
美
術
品
、

偽
銘
、

研
究
品

登

録

記

号

番

　
　
号

登

　
録

年

月

日

　
登
録
記
号
番
号
の
欄
の
記
号
は
、

登
録
の
事
務
を
行
つ
た
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
（

当
該
都
道
府
県
が
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
を
含
む
。

第
二
号
の
二
様
式
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
所
在
す
る
都
道
府
県
名
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

　
種
別
、

構
造
及
び
備
考
の
欄
は
、

該
当
の
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、

〇
印
で
囲
み
、

該
当
の
も
の
以
外
に
記
入
す
べ
き
事
項
が
あ
る
場
合
に

は
、

当
該
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

　
登
録
申
請
書
に
添
付
さ
れ
た
資
料
等
が
あ
る
場
合
は
、

製
造
・
伝
来
の
客
観
的
資
料
等
の
欄
へ
の
記
入
に
代
え
て
、

当
該
資
料
等
を
添
付
す

る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
も
の
と
す
る
。

火
縄
式
銃
砲
、

火
打
ち
石
式
銃
砲
、

管
打
ち
式
銃
砲
、

紙
薬
包
式
銃
砲
、

ピ
ン
打
ち
式
（

か
に
目
式
）

銃
砲
、

そ
の
他
（

　
　
　
　
）

令
和
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
署

　
記
載
上
の
注
意

　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル

　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル

　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル

2



（

二
面
）

機関部

写　　　真
貼り付け欄

銘文その他の特徴

写　　　真
貼り付け欄

（

三
面
）

右側面

写　　　真
貼り付け欄

左側面

写　　　真
貼り付け欄

備
考

記
載
上
の
注
意
　
備
考
の
欄
に
は
、
登
録
証
の
再
交
付
、
返
納
、
銃
砲
の
貸
付
け
又
は
保
管
の
委
託
等
の
事
情
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
四
面
）

欄 更 変 者 有 所

住
　
　
所
　
　
及
　
　
び
　
　
氏
　
　
名

変
　
　
更
　
　
年
　
　
月
　
　
日

登

録

申

請

者

住

所

及

び

氏

名

備
　
考　

本
様
式
の
作
成
に
代
え
て
、
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
本
様
式
の
記
載
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を
記
録
し
た
デ
ィ

ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
る
記
録
を
行
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

3



第
二
号
の
二
様
式
（
第
六
条
関
係
）

四
　
三

　
二

　
一

目

く

ぎ

穴

時

代

及

び

作

者

第
二
号
の
二
様
式
（
第
六
条
関
係
）

刀
剣
類
登
録
原
票

　
記
載
上
の
注
意

　
（

用
紙
の
規
格
は
、

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
）

備

考

製

作

承

認

年

月

日

及

び

番

号

そ

の

他

の

特

徴

外

装

彫

り

物

刃

文

登

録

記

号

番

号

登

録

年

月

日

（

表
）

第
 
　
　
　
　
　
　
　
　
号

令
和
　
　
年
　
　
月
　
　
日

種

別

発

見

届

出

た
ち
、

刀
、

わ
き
ざ
し
、

あ
い
く
ち
（

短
刀
）
、

剣
、

や
り
、

な
ぎ
な
た

令
和
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
署

国
宝
、

重
要
文
化
財
、

重
要
美
術
品
、

偽
銘
、

再
刃
、

研
究
品

鍛

え

銘

文

反

り

担
当
登
録
審
査
委
員
の
氏
名

　
製
作
承
認
年
月
日
及
び
番
号
の
欄
は
、

製
作
承
認
を
受
け
た
新
作
刀
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
個
内
　
個
埋
め

表裏樋
（

棒
、

二
筋
、

添
え
、

腰
、

な
ぎ
な
た
）

く
り
か
ら
竜
、

不
動
、

剣
、

ぼ
ん
字
、

護
摩
は
し

直
刃
、

　
乱
れ
、

丁
子
、

互
の
目
、

の
た
れ
、

ひ
た
つ
ら
、

と
う
ら
ん

板
目
、

ま
さ
目

　
外
装
の
欄
は
、

工
芸
品
と
し
て
価
値
あ
る
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

　
種
別
、

鍛
え
、

刃
文
、

彫
り
物
及
び
備
考
の
欄
は
、

該
当
の
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、

〇
印
で
囲
み
、

該
当
の
も
の
以
外
に
記
入
す
べ
き
事
項

が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

　
登
録
記
号
番
号
の
欄
の
記
号
は
、

登
録
の
事
務
を
行
つ
た
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
所
在
す
る
都
道
府
県
名
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

長

さ

大小

す
ぐ

そ

ひ

ぐ

備
考

　
本
様
式
の
作
成
に
代
え
て
、
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
本
様
式
の
記
載
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を
記
録
し
た
デ
ィ

ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
る
記
録
を
行
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

記
載
上
の
注
意
　
備
考
の
欄
に
は
、
登
録
証
の
再
交
付
、
返
納
、
刀
剣
類
の
貸
付
け
又
は
保
管
の
委
託
等
の
事
情
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

備
　
考

欄 更 変 者 有 所
登

録

申

請

者

住

所

及

び

氏

名

（
裏
）

住
　
　
所
　
　
及
　
　
び
　
　
氏
　
　
名

変
　
　
更
　
　
年
　
　
月
　
　
日

4



第
三
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

備
　
　
　
　
　
考

目
　
く
　
ぎ
　
穴

反
　
　
　
　
　
り

長
　
　
　
　
　
さ

種
　
　
　
　
　
別

（
裏
）

（
表
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
個

　
　
　
　
　
・
 
 
 
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
・
 
 
 
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

口
　
　
　
　
　
径

銃
 
　
身
　
 
長

全
　
　
　
　
　
長

種
　
　
　
　
　
別

都
道
府
県
教
育
委
員
会
㊞

　
　
　
　
　
・
 
 
 
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
・
 
 
 
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
・
 
 
 
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

記
載
上
の
注
意
　
１
　
銃
砲
に
あ
つ
て
は
当
該
銃
砲
に
年
号
又
は
番
号
そ
の
他
の
刻
印
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
備
考
欄
に
記
載
す
る
も
の
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
２
　
登
録
証
を
交
付
す
る
都
道
府
県
が
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
「
都
道
府
県
教
育
委
員
会
」
を
「
都
道

 
 
 
 
 
 
 
 
府
県
の
知
事
」
と
す
る
こ
と
。

　
　
　
登
録
記
号
番
号
第
　
　
　
　
　
号

　
　
　
銃
砲
刀
剣
類
登
録
証

第
三
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）
登
録
証

（
表
）

刀
　
 
　
 
 
　
剣
　
 
 
 
　
　
類

銃
　
　
　
 
 
 
　
　
　
　
砲

銘
　
　
　
　
　
文

　
　
令
和
　
　
年
　
　
月
　
　
日
交
付

割

印

一
　

一 　一 　一 一 一 一

　
　
　
注
　
　
　
意

交
付
上
の
注
意
 
登
録
証
を
交
付
す
る
場
合
に
は
、
登
録
原
票
に
掛
け
て
割
印
を
押
す
も
の
と
し
、
そ
の
表
面
及
び
裏
面
に
無
色
透
明
の
薄
板
を

 
装
着
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
用
紙
の
規
格
は
、
縦
十
二
・
八
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
九
・
一
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
と
す
る
。
）

（
裏
）

　
以
上
の
各
事
項
に
違
反
し
た
場
合
は
、
法
に
よ
り
懲
役
又
は
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
銃
砲
又
は
刀
剣
類
を
譲
り
受
け
、
若
し
く
は
相
続
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
貸
し
付
け
若
し
く
は
保
管
の
委
託
を
し
た
場
合
に
は
、

二
十
日
以
内
に
そ
の
旨
を
登
録
の
事
務
を
行
う
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貸
付
け
又
は
保
管
の
委
託
を
し
た

銃
砲
又
は
刀
剣
類
の
返
還
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

　
銃
砲
又
は
刀
剣
類
を
亡
失
し
、
盗
み
取
ら
れ
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
が
滅
失
し
、
又
は
こ
れ
ら
を
輸
出
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
登
録
証
を

登
録
の
事
務
を
行
う
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
登
録
証
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
盗
み
取
ら
れ
、
又
は
こ
れ
が
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
登
録
の
事
務
を
行
う
都
道
府
県
の

教
育
委
員
会
に
届
け
出
て
登
録
証
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
銃
砲
又
は
刀
剣
類
と
と
も
に
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
登
録
証
を
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

　
銃
砲
又
は
刀
剣
類
を
携
帯
し
、
又
は
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
常
に
登
録
証
を
携
帯
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
銃
砲
又
は
刀
剣
類
を
譲
り
渡
し
、
貸
し
付
け
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
保
管
の
委
託
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
を
他
人
を
し
て
運
送
さ
せ
る
場
合

に
は
、
常
に
登
録
証
と
と
も
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
銃
砲
又
は
刀
剣
類
を
譲
り
受
け
、
借
り
受
け
、
又
は
こ
れ
ら
の
保
管
の
委
託
を
受

け
る
場
合
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。
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第
四
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

年

月 年

日 月

日

　

滅

失

し
た
か
ら
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

盗
み
取
ら
れ

第
四
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

登
録
証
再
交
付
申
請
書

登
　
　
録
　
　
証
　
　
再
　
　
交
　
　
付
　
　
申
　
　
請
　
　
書

備

考

右
の
登
録
証
を
令
和

登

録

記

号

番

号

交

付

年

月

日

亡

失

し

都
（
道
府
県

)

教
育
委
員
会
殿

住
　
所

氏
　
名

備
　
　
　
　
考
　
　
　
本
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
代
え
て
、

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

電
子
的
方
法
、

磁

 
 
 
 
 
 
 
 
気
的
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
本
様
式
の
記
載
事
項
を
記
録
し
た
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
る
申
請
を
行
つ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

令
和

記
載
上
の
注
意
 
１
　
備
考
の
欄
に
は
、

種
別
、

長
さ
（
全
長
）

及
び
銘
文
並
び
に
登
録
証
を
亡
失
し
、

盗
み
取
ら
れ
、

又
は
滅
失
し

　
　
　
　
　
　
　
　
た
事
情
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
２
　
登
録
の
事
務
を
行
う
地
方
公
共
団
体
が
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
「
都
（
道
府
県
）

教

 
 
 
 
 
 
 
 
育
委
員
会
殿
」
を
「
都
（
道
府
県
）

殿
」
と
す
る
こ
と
。

第
五
号
様
式
（
第
九
条
関
係
）

年

月

日

記
載
上
の
注
意
　
　
登
録
の
事
務
を
行
う
地
方
公
共
団
体
が
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
「

都
（
道
府
県
）
教
育

 
 
 
 
 
 
 
委
員
会
殿
」

を
「

都
（
道
府
県
）
殿
」

と
す
る
こ
と
。

備
　
　
　
　
考
　
　
本
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
代
え
て
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
的
方
法
、
磁
気

 
 
 
 
 
 
 
的
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
本
様
式
の
記
載
事
項
を
記
録
し
た
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
る
届

 
 
 
 
 
 
 
出
を
行
つ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

第
五
号
様
式
（
第
九
条
関
係
）
所
有
者
変
更
届
出
書

譲
り
受
け
、
又
は

相
続
に
よ
り
取
得

し
た
年
月
日

旧

所

有

者

の

氏

名

全
長
（
銃
　
砲
）

長
さ
（
刀
剣
類
）

登
録
記
号
番
号

種
　
　
　
別

所
　
　
有
　
　
者
　
　
変
　
　
更
　
　
届
　
　
出
　
　
書

都
（
道
府
県

)

教
育
委
員
会
殿

氏
　
名

住
　
所

刀

剣

類

を

相

続

に

よ

り

取

得

し

譲

り

受

け
た
か
ら
届
け
出
ま
す
。

令
和

右
の

火
縄
式
銃
砲
等
の
古
式
銃
砲

6



第
六
号
様
式
（
第
九
条
関
係
）

年

月

日

第
六
号
様
式
（
第
九
条
関
係
）

貸
付
け
又
は
保
管
委
託
届
出
書

貸
　
付
　
け
　
又
　
は
　
保
　
管
　
委
　
託
　
届
　
出
　
書

貸
付
け
又
は
保
管

委
託
の
期
間

登
録
記
号
番
号

種
　
　
　
別

保
管
の
委
託

貸

付

け

全
長
（
銃
　
砲
）

長
さ
（
刀
剣
類
）

貸
付
け
又
は
保
管

の
委
託
を
し
た
年

月
日

を
し
た
か
ら
届
け
出
ま
す
。

火
縄
式
銃
砲
等
の
古
式
銃
砲

刀

剣

類
の

貸
付
け
又
は
保
管

委
託
の
相
手
方
の

住
所
及
び
氏
名

右
の
と
お
り

記
載
上
の
注
意
　
　
登
録
の
事
務
を
行
う
地
方
公
共
団
体
が
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
「
都
（
道
府
県
）

教
育
委

 
 
 
 
 
 
 
員
会
殿
」
を
「
都
（
道
府
県
）

殿
」
と
す
る
こ
と
。

備
　
　
　
　
考
　
　
本
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
代
え
て
、

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

電
子
的
方
法
、

磁
気
的

 
 
 
 
 
 
 
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
本
様
式
の
記
載
事
項
を
記
録
し
た
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
る
届
出
を

 
 
 
 
 
 
 
行
つ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

都
（
道
府
県

)

教
育
委
員
会
殿

令
和

住
　
所

氏
　
名

第
七
号
様
式
（
第
九
条
関
係
）

年

月

日

全
 
長
（
銃
　
砲
）

貸
付
け
又
は
保
管
委
託

終
了
年
月
日

記
載
上
の
注
意
　
　
登
録
の
事
務
を
行
う
地
方
公
共
団
体
が
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
「
都
（
道
府
県
）

教
育
委

 
 
 
 
 
 
 
員
会
殿
」
を
「
都
（
道
府
県
）

殿
」
と
す
る
こ
と
。

備
　
　
　
　
考
　
　
本
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
代
え
て
、

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

電
子
的
方
法
、

磁
気
的

 
 
 
 
 
 
 
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
本
様
式
の
記
載
事
項
を
記
録
し
た
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
る
届
出
を

 
 
 
 
 
 
 
行
つ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

の
返
還
を
受
け
た
か
ら
届
け
出
ま
す
。

氏
　
名

第
七
号
様
式
（
第
九
条
関
係
）

貸
付
け
又
は
保
管
委
託
終
了
届
出
書

貸
　
付
　
け
　
又
　
は
　
保
　
管
　
委
　
託
　
終
　
了
　
届
　
出
　
書

右
の
と
お
り

都
（
道
府
県

)

教
育
委
員
会
殿

令
和

火
縄
式
銃
砲
等
の
古
式
銃
砲

刀

剣

類

登
録
記
号
番
号

種
　
　
　
別

住
　
所

長
 
さ
（
刀
剣
類
）
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